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貸付事業　－「だんしん」中途加入のご案内 －
～今年度からいつでも加入できるようになりました～

❖加入資格
告知日（申込日）現在、１つの貸付ごとに残高が５０万円以上
あり、年齢が満７０歳未満の方で健康状況（告知事項）に合致
する方

❖保険金
告知日（申込日）の属する月末の貸付残高を基準とし１０万円
単位に切り上げた額

❖募集対象者
①新規の貸付申込時に加入しなかった方
②加入申込時に加入資格要件を満たすことができず、その後
状態が改善した方

❖申込方法
所属所の共済事務担当課に備えてあります所定の申込書
により共済事務担当課を通じて、申込日の属する月の翌月
５日までに共済組合にお申し込みください。

申込日の属する月の翌々月１日
❖保障開始日

❖特約保証料（保険料）
貸付残高１０万円に対して月額２０円（申込月の翌々月２２日に
本人の指定する金融機関の口座から１２ヵ月分を自動的に引き落
とします。）

団体信用生命保険「だんしん」は、組合員貸付（高額医療・出産貸付を除きます）を受けている組合員の方が、
貸付金の償還期間中に死亡又は高度障害になった場合、保険金により債務を相殺し、退職手当をご本人及び
そのご家族のために確保できる保険制度です。なお、中途加入する場合、今年度から毎月申し込むことができ
るようになりましたので万一の場合に備えて加入することをお薦めします。

❖債務返済支援保険について
「だんしん」の中途加入を希望する組合員の方は、同時
に「債務返済支援保険」に加入することができます。
債務返済支援保険は、病気やケガにより休職となった
場合に、その償還期間中の返済金相当額（毎月の償還額）
を補てんします。
保険料は毎月の償還額１万円に対し月額９９円です。
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貸付金残高（債務残高）が
１,０００万円の場合

債務残高１０万円につき月額２０円
年額 24,000円
（月額２,０００円）

※特約保証料は改定されることがあります。

特約保証料（保険料）

〈万一、死亡・高度障害の場合〉
債務残高相当額が支払われます。
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返済金相当額（平均返済月額）が
６０，０００円の場合

〈計算例〉
毎月償還40,000円／ボーナス償還120,000円の場合
平均返済月額60,000円＝{（40,000×12）＋（120,000×2）}÷12

返済金相当額１万円につき月額９９円
年額 7,128円
（月額５９４円）

※保険料は改定されることがあります。

保 険 料

〈所定の就業障害の場合〉

保 険 金

毎月の返済金相当額が30日の免責期間を
経過した日から3年を限度に入院や自宅療養
など就業障害が終了するまで支払われます。

※告知事項等保険内容の詳細につきましては、所属所の共済事務担当課へ送付していますパンフレットをご参照ください。

「 共 済 愛 情 保 険 」配 当 金 還 付のお 知らせ

ご不幸にあわれた組合員のご遺族へ
ご入院された組合員へ 加入組合員からの

掛金 【今回の配当率】
期間（平成22年3月1日～平成23年2月28日）

残った部分を配当金（剰余金）として還付

期間（平成22年3月1日～平成23年2月28日）
【給付状況】

当制度は1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は配当金としてお支払いする仕組みとなっています。配当率は、お支払時期の前年度決算により決定しますので、将来お支払い
する配当金額は現時点では確定していません。（但し、長期療養休業補償、健康応援給付、退職後継続給付に
ついては配当金はありません。）※制度内容等詳細についてはパンフレットをご一読ください。  

「共済愛情保険」（愛情・医療保障保険）は
組合員どうしの助け合いの制度です。
多くの組合員が加入され、安定的な制度運営
が実現しています。

（愛情・医療保障保険）

平成23年6月28日に還付しました。
※共済組合登録口座に送金しました。
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制度運営費

愛情
35.977 ％
医療保障保険
44.599 ％

愛情
（死亡・高度障害時）

支払件数　　　  22件
給付額  3億5,828万円

医療保障保険
（病気・ケガの入院時、死亡時）

支払件数　     331件
給付額　 約2,609万円

本年度も皆様からお預かりした掛金が、
多くの組合員とご家族の役に立っております！
本年度も皆様からお預かりした掛金が、
多くの組合員とご家族の役に立っております！
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　いばらき共済５月号にて東日本大震災に伴う貸付事業の特例についてご案内しましたが、全国市町村職
員共済組合連合会より通知があり、特例の適用地域及び損害の該当要件が緩和され次のとおりとなりまし
たのでお知らせします。

〈特例災害貸付の適用地域〉
東日本大震災に係る災害救助法の適用市町村のうち次の指定する地域

〈特例災害貸付の適用要件〉
　組合員が、自己の居住する住宅又は住宅の敷地に５分の１以上又はこれと同程度の損害を受けた場合
に、次の区分に応じ低利率の貸付を受けることができます。

●特例災害新規貸付
　組合員の居住する住宅･敷地が被災した場合に受けられる貸付制度

●特例災害再貸付
　現に住宅貸付又は災害貸付を受けている住宅･敷地が被災した場合に再度受けられる貸付制度

★上記の適用地域に居住する組合員の方が適用要件を満たす場合は、次の貸付事業の特例が受けられます。

〈特例災害貸付の利率〉
○ 貸付利率　年利1.22％（1.22％～ 2.63％の変動利率）　※特例外　利率2.22％
○ 申請により償還期間外に5年を限度に元金の弁済を猶予することができます。この場合、猶予期間の
利率は年利1.0％の設定となります。

○ 申込みの貸付が特例災害再貸付の場合、既住宅貸付または既災害貸付に係る未償還元金は、本来全額
償還するところその必要がなくなりました。

〈既に受けている貸付の未償還元金に係る特例〉
○ 未償還元金に係る貸付利率が下表のとおり引き下げられます。

貸付種類 特例利率 特例外
既に受けている住宅貸付に係る未償還元金 年利 1.66％（1.66％～ 3.36％の変動利率） 2.66％
既に受けている災害貸付に係る未償還元金 年利 1.22％（1.22％～ 2.63％の変動利率） 2.22％

○ どちらの貸付も申し出により償還期間外に５年を限度に元金の弁済を猶予することができます。

〈特例災害貸付の適用日〉
○ 平成23年７月貸付申込者から(ただし平成23年３月11日から６月30日までに貸付けられた災害貸付が
上記の基準を満たす場合は特例災害貸付とみなします。）

（1）福島県 全59市町村
（2）茨城県 水戸市，日立市，土浦市，石岡市，龍ケ崎市，下妻市，常陸太田市，高萩市，北茨城市，笠

間市，取手市，牛久市，つくば市，ひたちなか市，鹿嶋市，潮来市，常陸大宮市，那珂市，
筑西市，稲敷市，かすみがうら市，桜川市，神栖市，行方市，鉾田市，常総市，つくばみら
い市，小美玉市，東茨城郡茨城町，東茨城郡大洗町，東茨城郡城里町，那珂郡東海村，久慈
郡大子町，稲敷郡美浦村，稲敷郡阿見町，稲敷郡河内町，北相馬郡利根町（以上37市町村）

（3）栃木県 宇都宮市，小山市，真岡市，大田原市，矢板市，那須塩原市，さくら市，那須烏山市，芳賀
郡益子町，芳賀郡茂木町，芳賀郡市貝町，芳賀郡芳賀町，塩谷郡高根沢町，那須郡那須町，
那須郡那珂川町

（4）千葉県 千葉市（美浜区に限る。），旭市，習志野市，我孫子市，浦安市，香取市，山武市，山武郡
九十九里町

※「被災範囲の緩和」

　いばらき共済５月号にて、「住居が滅失とは住居の３分の１以上が滅失した場合で短期給付の災害見舞
金の支給対象となる場合」とご案内しましたが、「自己の居住する住宅又は住宅の敷地に５分の１以上又
はこれと同程度の損害を受けた場合」に緩和されました。

東日本大震災により被災した場合の貸付事業の特例について

〈お問い合わせ〉　　共済組合　福祉課　　Tel　029－301－1412




